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(57)【要約】
【課題】大型化を招くことなく振動手段の振動を離間す
る把持部に伝達させ得る携帯情報端末を提供する。
【解決手段】外装ケース１１内にその把持部１４から制
御回路２０等を介して離間するように収容されるバイブ
レータ２１が設けられている。そして、このバイブレー
タ２１の振動は、バイブレータ２１と把持部１４とを連
結するように裏側ケース１３の底面１３ａに沿い配置さ
れる２つの振動伝達リブ３０の各リブ３１～３５により
、把持部１４に伝達される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者に把持される把持部を有する筐体と、
　前記筐体内に収容されて取得される情報を制御する制御装置と、
　前記把持部から前記制御装置を介して離間するように前記筐体内に収容される振動手段
と、
　前記振動手段による振動を前記把持部に伝達するための振動伝達部材と、を備え、
　前記振動伝達部材は、前記振動手段と前記把持部とを連結するように前記筐体の内面に
沿い配置されることを特徴とする携帯情報端末。
【請求項２】
　前記振動伝達部材と前記筐体とが一体的に形成されることを特徴とする請求項１に記載
の携帯情報端末。
【請求項３】
　前記制御装置は、前記振動伝達部材に取り付けられることを特徴とする請求項２に記載
の携帯情報端末。
【請求項４】
　前記振動伝達部材は、前記内面に沿う方向の厚さが近接する前記筐体の部位の厚さより
も厚くなるように構成されることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の携帯
情報端末。
【請求項５】
　前記振動伝達部材は、その材質が近接する前記筐体の部位の材質よりも硬くなるように
構成されることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の携帯情報端末。
【請求項６】
　前記振動伝達部材は、前記筐体と別体で構成されて当該筐体に固定されており、その材
質が固定される前記筐体の部位の材質よりも硬くなるように構成されることを特徴とする
請求項１、３、４のいずれか一項に記載の携帯情報端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、把持部を振動させるための振動手段を有する携帯情報端末に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、把持部を振動させるための振動手段を有する携帯情報端末として、下記特許
文献１に示す携帯端末装置が知られている。この携帯端末装置では、ボイスコイルに電気
信号を加えることにより磁気回路部に働く反作用力がこの磁気回路部および重り部からな
る可動部に加わることで、可動部が振動する。この可動部の振動がサスペンションを介し
て外枠樹脂体に伝わるので、この外枠樹脂体を携帯端末装置の筐体に固定することにより
、その筐体を振動させて呼び出し等の作用が行われている。
【特許文献１】特開平１１－０１８１８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、高機能化に伴い筐体内に収容すべき部品点数が増加しており、筐体の一部と
して形成される把持部近傍に振動手段を配置することが困難な場合がある。振動手段が把
持部から離間していると、筐体が樹脂等の柔らかい材料で成形されている場合には、振動
手段近傍で振動が分散してしまい、振動手段の振動が把持部に伝達されにくくなるという
問題がある。
【０００４】
　そこで、振動手段により離間した把持部を振動させるために、筐体を金属等の硬い材料
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で成形して振動手段の振動を筐体の一部である把持部に伝達しやすくすることが考えられ
る。しかしながら、筐体を樹脂で成形する場合と比較して、落下等により筐体が破損する
可能性が高くなるという問題があり、破損防止のために肉厚を厚くすると製品の軽量化や
小型化の妨げとなってしまうという別の問題が生じてしまう。また、振動自体を大きくす
るためには振動手段が大型化してしまい、製品の小型化や軽量化の妨げとなってしまう。
【０００５】
　本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところ
は、大型化を招くことなく振動手段の振動を離間する把持部に伝達させ得る携帯情報端末
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、特許請求の範囲に記載の請求項１の携帯情報端末では、使用
者に把持される把持部（１４）を有する筐体（１１）と、前記筐体内に収容されて取得さ
れる情報を制御する制御装置（２０）と、前記把持部から前記制御装置を介して離間する
ように前記筐体内に収容される振動手段（２１）と、前記振動手段による振動を前記把持
部に伝達するための振動伝達部材（３０，４０）と、を備え、前記振動伝達部材は、前記
振動手段と前記把持部とを連結するように前記筐体の内面（１３ａ）に沿い配置されるこ
とを技術的特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　請求項１の発明では、筐体内にその把持部から制御装置を介して離間するように収容さ
れる振動手段が設けられており、この振動手段の振動は、振動手段と把持部とを連結する
ように筐体の内面に沿い配置される振動伝達部材により、把持部に伝達される。
【０００８】
　これにより、筐体内のスペース的な制約から振動手段が制御装置等を介して把持部から
離間するように配置されても、振動伝達部材を介することで振動手段の振動を把持部に確
実に伝達することができる。特に、振動伝達部材は筐体の内面に沿い配置されているので
、筐体内のスペースを有効に活用することができる。
　したがって、大型化を招くことなく振動手段の振動を離間する把持部に伝達させること
ができる。
【０００９】
　請求項２の発明では、振動伝達部材と筐体とが一体的に形成されている。これにより、
振動伝達部材と筐体とが別体である場合と比較して、振動伝達部材を筐体に組み付ける組
付作業等をなくすことができるので、製造コストを低減することができる。
【００１０】
　請求項３の発明では、制御装置は、振動伝達部材に取り付けられている。制御装置は振
動手段と把持部の間に配置されているため、筐体内のスペース的な制約から制御装置が振
動伝達部材に接触する場合が想定される。このとき、制御装置が振動伝達部材に単に接触
していると、この接触部位から振動伝達部材の振動が制御装置に伝達されてしまい、制御
装置に悪影響をあたえる可能性がある。そこで、制御装置を締結部材等で振動伝達部材に
取り付けてしまうことにより、制御装置が振動伝達部材に単に接触している場合と比較し
て、振動伝達部材から伝達される振動による制御装置への影響を抑制することができる。
【００１１】
　請求項４の発明では、振動伝達部材は、筐体の内面に沿う方向の厚さが近接する筐体の
部位の厚さよりも厚くなるように構成される。これにより、振動伝達部材を伝達する振動
が近接する筐体の部位へ分散しにくくなるので、振動手段の振動を把持部に効果的に伝達
することができる。
【００１２】
　請求項５の発明では、振動伝達部材は、その材質が近接する筐体の部位の材質よりも硬
くなるように構成される。これにより、振動伝達部材を伝達する振動が近接する筐体の部
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位へ分散しにくくなるので、振動手段の振動を把持部に効果的に伝達することができる。
【００１３】
　請求項６の発明では、振動伝達部材は、筐体と別体で構成されて当該筐体に固定されて
おり、その材質が固定される筐体の部位の材質よりも硬くなるように構成される。このよ
うに、振動伝達部材と筐体とを別体で構成し、かつ、振動伝達部材の材質を固定される筐
体の部位の材質よりも硬くすることにより、振動伝達部材を伝達する振動が近接する筐体
の部位へより分散しにくくなるので、振動手段の振動を把持部により効果的に伝達するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の携帯情報端末をバーコードリーダに適用した一実施形態について図を参
照して説明する。図１は、本実施形態に係るバーコードリーダ１０の構成概要を示す図で
あり、図１（Ａ）は、正面図、図１（Ｂ）は側面図である。図２は、裏側ケース１３に収
容されるバイブレータ２１の配置関係を示す拡大図である。なお、図２では、便宜上、振
動伝達リブ３０を構成するリブ３１～３５を太実線にて示すとともに、制御回路２０を一
点鎖線にて示す。
【００１５】
　図１（Ａ），（Ｂ）に示すように、バーコードリーダ１０は、表側ケース１２および裏
側ケース１３からなる外装ケース１１を備えており、当該外装ケース１１は、ＡＢＳ樹脂
等の合成樹脂により形成されている。この外装ケース１１内には、コードリーダを構成す
るための制御回路２０やバイブレータ２１、光源、レンズ、受光センサ、記憶装置等の各
種電気部品が収容されている（図２参照）。この外装ケース１１内の電気的構成は、公知
のコードリーダ（バーコードリーダ、二次元コードリーダ等）と同様の構成とすることが
できる。
【００１６】
　また、外装ケース１１は、操作者に把持される把持部１４と、液晶表示器１５ａが取り
付けられる液晶部１５と、読取口１６ａが設けられる読取部１６とを備えている。
【００１７】
　外装ケース１１のほぼ中央両側面には、バーコード等の読取対象に対して照射光を照射
する際に押圧されるトリガースイッチ１７がそれぞれ設けられている。また、把持部１４
のうち表側ケース１２上には、読取対象の情報や当該バーコードリーダ１０の操作に関す
る情報を入力可能なファンクションキー１８や数字情報を入力可能なテンキー１９等、情
報を入力する際に操作される複数の情報入力キーが設けられている。
【００１８】
　次に、外装ケース１１内に収容されるバイブレータ２１の配置関係について図２を用い
て詳細に説明する。
　バイブレータ２１は、制御回路２０からの制御信号に応じて振動する機能を有する振動
手段である。このバイブレータ２１の振動が把持部１４に伝達されることで、把持部１４
を把持する使用者に所定の情報が伝えられることとなる。
【００１９】
　図２に示すように、バイブレータ２１は、裏側ケース１３の底面１３ａ上であって把持
部１４から読取口方向に離間する位置に設けられる２つの円柱状の締結台座１３ｃにねじ
２２ａにて締結されて固定されている。本来、バイブレータ２１は、把持部１４近傍に設
置することが望ましいが、外装ケース１１内に収容すべき部品、制御回路２０等や各種電
気部品の部品点数が増加していることから、把持部１４から離間する位置に設けられてい
る。
【００２０】
　また、裏側ケース１３の底面１３ａ上には、２つの振動伝達リブ３０が、裏側ケース１
３と一体的であって内方に突出するように設けられている。これら両振動伝達リブ３０は
、裏側ケース１３と同様のＡＢＳ樹脂等の合成樹脂により、両締結台座１３ｃと把持部１
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４とを連結するように底面１３ａに沿い互いに離間するように形成されている。なお、底
面１３ａは、特許請求の範囲に記載の「内面」の一例に相当する。
【００２１】
　両振動伝達リブ３０は、バイブレータ２１の振動を把持部１４に伝達するための振動伝
達部材として機能するもので、それぞれ複数のリブ３１～３５から構成されており、各リ
ブ３１～３５は、底面１３ａに沿う方向の厚さが近接する裏側ケース１３の厚さや他のリ
ブの厚さよりも厚くなるように形成されている。具体的には、例えば、各リブ３１～３５
の厚さに対して、裏側ケース１３の厚さや他のリブの厚さは７０％程度に設定されている
。
【００２２】
　２つの振動伝達リブ３０はバイブレータ２１に対して対称に形成されているので、一方
の振動伝達リブ３０について詳述する。
　振動伝達リブ３０のリブ３１は、裏側ケース１３の側面１３ｂに沿い直線状に形成され
るリブ３２と締結台座１３ｃとを連結するように、底面１３ａに沿ってＬ字状に形成され
ている。リブ３２には、制御回路２０を締結するための２つの円柱状の締結台座３２ａ，
３２ｂが設けられており、両締結台座３２ａ，３２ｂは、底面１３ａからの高さが他のリ
ブよりも僅かに高くなるように形成されている。
【００２３】
　リブ３３は、裏側ケース１３および表側ケース１２を締結するための円柱状の締結台座
１３ｄと、締結台座３２ｂとを連結するように、底面１３ａに沿ってヘ字状に形成されて
いる。リブ３４は、把持部１４を構成する裏側ケース１３の側面１３ｂと締結台座１３ｄ
とを連結するように、直線状に形成されている。
【００２４】
　他方の振動伝達リブ３０も、上述のように構成されており、両振動伝達リブ３０の締結
台座３２ｂを互いに連結するように１つのリブ３５が直線状に形成されて設けられている
。
【００２５】
　そして、上述のように構成される両振動伝達リブ３０の締結台座３２ａ，３２ｂ上には
、制御回路２０がねじ２２ｂにて締結されて配置されている。なお、両締結台座３２ａ，
３２ｂの高さは他のリブよりも高くなるように形成されているので、制御回路２０の底面
が両振動伝達リブ３０の各リブ３１～３５に接触することはない。
【００２６】
　このように両振動伝達リブ３０が構成されることにより、バイブレータ２１が振動する
と、その振動は各リブ３１～３５を介して把持部１４に伝達される。その際、各リブ３１
～３５は、その厚さが近接する裏側ケース１３の厚さや他のリブの厚さよりも厚く形成さ
れているので、各リブ３１～３５を伝達する振動が底面１３ａや他のリブに伝達されるこ
とを抑制することができる。
【００２７】
　以上説明したように、本実施形態に係るバーコードリーダ１０では、外装ケース１１内
にその把持部１４から制御回路２０等を介して離間するように収容されるバイブレータ２
１が設けられており、このバイブレータ２１の振動は、バイブレータ２１と把持部１４と
を連結するように裏側ケース１３の底面１３ａに沿い配置される両振動伝達リブ３０によ
り、把持部１４に伝達される。
【００２８】
　これにより、外装ケース１１内のスペース的な制約からバイブレータ２１が制御回路２
０等を介して把持部１４から離間するように配置されても、両振動伝達リブ３０を介する
ことでバイブレータ２１の振動を把持部１４に確実に伝達することができる。特に、両振
動伝達リブ３０は裏側ケース１３の底面１３ａに沿い配置されているので、外装ケース１
１内のスペースを有効に活用することができる。
　したがって、大型化を招くことなくバイブレータ２１の振動を離間する把持部１４に伝
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達させることができる。
【００２９】
　また、本実施形態に係るバーコードリーダ１０では、両振動伝達リブ３０と外装ケース
１１とが一体的に形成されている。これにより、両振動伝達リブ３０と外装ケース１１と
が別体である場合と比較して、両振動伝達リブ３０を外装ケース１１に組み付ける組付作
業等をなくすことができるので、製造コストを低減することができる。
【００３０】
　さらに、本実施形態に係るバーコードリーダ１０では、制御回路２０は両振動伝達リブ
３０の締結台座３２ａ，３２ｂ上に締結されている。これにより、制御回路２０が両振動
伝達リブ３０に固定されることなく単に接触している場合と比較して、両振動伝達リブ３
０から伝達される振動による制御回路２０への影響を抑制することができる。
【００３１】
　さらに、本実施形態に係るバーコードリーダ１０では、両振動伝達リブ３０は、裏側ケ
ース１３の底面１３ａに沿う方向の厚さが近接する裏側ケース１３の厚さや他のリブの厚
さよりも厚くなるように構成される。これにより、両振動伝達リブ３０を伝達する振動が
近接する裏側ケース１３の部位へ分散しにくくなるので、バイブレータ２１の振動を把持
部１４に効果的に伝達することができる。
【００３２】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、以下のように具体化してもよ
く、その場合でも、上記実施形態と同等の作用・効果が得られる。
（１）両振動伝達リブ３０を構成する各リブは、各リブ３１～３５のように形成されるこ
とに限らず、制御回路２０等や各種電気部品の配置構成に応じて、両締結台座１３ｃと把
持部１４とを連結するように形成されてもよい。
【００３３】
（２）図３は、振動伝達部材の変形例を示す正面図である。
　両振動伝達リブ３０と外装ケース１１とは一体的に形成されることに限らず、両振動伝
達リブを振動伝達部材として外装ケース１１と別体に構成してもよい。
　具体的には、例えば、図３に示すように、振動伝達部材４０は、バイブレータ２１が締
結される締結台座４１ａを有するリブ４１と、締結台座４２ａ，４２ｂを有し裏側ケース
１３の側面１３ｂに沿うように直線状に形成されるリブ４２とを一対備えるとともに、両
締結台座４２ａを連結するリブ４３および両締結台座４２ａを連結するリブ４４を備える
ように形成されている。なお、リブ４３には、両締結台座４１ａにそれぞれ連結するリブ
４３ａが設けられてもよい。
【００３４】
　このように構成される振動伝達部材４０は、各締結台座４２ａ，４２ｂを介して制御回
路２０とともに裏側ケース１３の底面１３ａに締結されることで固定されてもよいし、各
締結台座４１ａを介してバイブレータ２１とともに裏側ケース１３の底面１３ａに締結さ
れることで固定されてもよい。また、振動伝達部材４０は、図略の締結台座を新たに設け
て、この締結台座を介して裏側ケース１３の底面１３ａに締結されることで固定されても
よい。また、裏側ケース１３は、両振動伝達リブ３０の各リブ３１、３２、３５が廃止さ
れ、底面１３ａに固定される振動伝達部材４０の両締結台座４２ｂ等にリブ３３が振動を
伝達可能に連結されることで、バイブレータ２１の振動が振動伝達部材４０を介して把持
部１４に伝達されるように構成される。
【００３５】
　このように振動伝達部材４０と外装ケース１１と別体にすることにより、製造コストは
増加するが、両振動伝達部材４０の肉厚等の形状を容易に変更でき、設計の自由度を高め
ることができる。特に、振動伝達部材４０の材質を固定される外装ケース１１の部位の材
質よりも硬くした場合には、振動伝達部材４０を伝達する振動が近接する外装ケース１１
の部位へより分散しにくくなるので、バイブレータ２１の振動を把持部１４により効果的
に伝達することができる。
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【００３６】
（３）両振動伝達リブ３０の材質として、例えば、ポリカーボネイト材等を採用すること
により、両振動伝達リブ３０を外装ケース１１よりも硬くなるように構成してもよい。こ
れにより、両振動伝達リブ３０を伝達する振動が近接する外装ケース１１の部位へ分散し
にくくなるので、バイブレータ２１の振動を把持部１４に効果的に伝達することができる
。
【００３７】
（４）なお、上述した実施形態では、携帯情報端末として、バーコードリーダを例示して
説明したが、これに限られることはなく、例えば、二次元コードリーダなどの把持部を振
動させるための振動手段を有する装置であれば、上述と同様に作用および効果を得ること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本実施形態に係るバーコードリーダの構成概要を示す図であり、図１（Ａ）は、
正面図、図１（Ｂ）は側面図である。
【図２】裏側ケースに収容されるバイブレータの配置関係を示す拡大図である。
【図３】振動伝達部材の変形例を示す正面図である。
【符号の説明】
【００３９】
　１０…バーコードリーダ（携帯情報端末）
　１１…外装ケース（筐体）
　１２…表側ケース
　１３…裏側ケース
　１４…把持部
　２０…制御回路（制御装置）
　２１…バイブレータ（振動手段）
　３０…振動伝達リブ（振動伝達部材）
　３１～３５…リブ
　４０…振動伝達部材
　４１～４４…リブ
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